
（平成２３年３月30日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 10 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 9 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 9 件

国民年金関係 6 件

厚生年金関係 3 件

年金記録確認奈良地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 

  

奈良国民年金  事案 1072 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年８月から 47 年２月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年８月から 47年２月まで 

② 昭和 48年２月から 52年３月まで 

私は、昭和 46 年８月に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した際、一時

金の受給を勧められたが、その後も継続して国民年金に加入し保険料を納

付するつもりだったので断った。 

これ以降も、厚生年金保険の被保険者資格を喪失した時は、必ず国民年

金に加入し空白期間が生じないようにしていたが、私の年金記録を確認す

ると申立期間が未加入期間となっている。調査して記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 47 年４月頃に払い出されているこ

とが、国民年金受付処理簿で確認でき、その時点で申立期間①は国民年金保

険料を現年度納付することが可能である。 
また、申立期間①は７か月と短期間である上、「厚生年金保険の被保険者

資格を喪失した際、一時金の受給を勧められたが、その後も継続して国民年

金に加入し保険料を納付するつもりだったので断った。」と述べている申立

人が、市役所で国民年金の加入手続を行いながら、保険料を納付しないとは

考え難い。 
さらに、申立人は、「母の国民年金の加入手続も一緒に行い、その際、二

人分の保険料を納付したと思う。」と述べているところ、申立人の母親も申

立人と同時期に国民年金手帳記号番号が払い出されている上、申立期間①に

ついては被保険者資格の取得日以降、納付済みとなっていることから、申立

人の国民年金保険料についても、納付したと考えるのが自然である。 



 

  

 

一方、申立期間②について申立人は、「Ａ市Ｂ区及びＣ市に転居した際に

は、国民年金に係る変更手続を行い、各市で保険料の納付を行っていた。」

と述べているところ、Ａ市Ｂ区及びＣ市のいずれにおいても、申立人が被保

険者として記録されていた形跡は見当たらない上、申立人の元夫も厚生年金

保険被保険者資格を喪失していた期間について、国民年金へ加入した形跡は

見当たらず未加入期間となっていることから、夫婦共に申立期間②の国民年

金保険料を納付していなかったと考えられる。 

また、申立人にはＤ市において、昭和 54 年３月 14 日付けで、別の国民年

金手帳記号番号が払い出されているが、当該手帳記号番号に係る被保険者資

格取得日は 52 年４月１日となっていることから、申立期間②は未加入期間と

なり、国民年金保険料を納付することができない。 

さらに、オンライン記録を基に複数の読み方で氏名検索を行ったが、申立

人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されている形跡は見当たらず、ほか

に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は

見当たらない。 

加えて、申立人は、申立期間②の国民年金に係る記憶が無い上、申立人の

母親及び元夫から当時の状況を聴取することができず、申立人の国民年金の

各種手続及び保険料納付状況等が不明である。 

このほか、申立期間②の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに国民年金保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 46 年８月から 47 年２月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 

 



 

  

奈良厚生年金 事案 1106                      

 

第１ 委員会の結論 

 申立人のＡ社における申立期間の船員保険被保険者の資格取得日は、昭和

20 年９月 26 日であると認められることから、申立人の資格取得日に係る記

録を訂正することが必要である。 

 なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 20 年９月から 21 年３月

までは 90 円、同年４月から同年 10 月までは 300 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 20年９月 26日から 21 年 11月１日まで 

昭和 20 年９月にＢ学校を卒業し、卒業生全員がＡ社に採用され、自宅

待機期間中もＡ社から給料が支給され、船員保険料も控除されていたはず

なので、船員保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持するＢ学校の卒業証明書、申立人と同様にＢ学校卒業後、Ａ

社に採用された複数の同期生である同僚の証言及び当該同僚の当該期間に係

る船員保険の被保険者記録から総合的に判断すると、申立人はＢ学校を卒業

した翌日の昭和 20 年９月 26 日に船員としてＡ社に採用され、初乗船するま

での期間について、自宅待機の予備船員（船舶に乗り込むために雇用されて

いるが、船内で使用されていない者を船員保険の被保険者とする制度は、昭

和 20年４月１日から開始されている。）であったことが認められる。 

一方、申立人の船員保険被保険者名簿の資格取得日は昭和 21 年４月１日

と記載されているが、船員保険被保険者台帳の資格取得日欄の記載は無く、

変更欄に 21 年 11 月１日の記載がある。また、同僚の記録は、申立人と同様

に、同被保険者名簿の資格取得日が同年４月１日、同被保険者台帳の資格取

得日欄の記載は無く、変更欄に同年 11 月１日の記載がある。さらに、別の

同僚の記録は、同被保険者名簿の資格取得日が昭和 21 年４月１日とされて

いるものの、同被保険者台帳及びオンライン記録の資格取得日は 20 年９月

26 日とされており、Ａ社に係る船員保険の記録管理が適正であったとは認め



 

  

られない。 

これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社における被保険者資格の取得

日は、Ｂ学校の同期生であり、同時期にＡ社に採用された同僚の取得日と同

日の昭和 20年９月 26日と認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人と同期生である同僚の

船員保険の標準報酬月額から、昭和 20 年９月から 21 年３月までは 90 円、

同年４月から同年 10月までは 300円とすることが妥当である。 

 



 

  

奈良厚生年金 事案 1107 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場（現在は、Ｃ社）にお

ける資格取得日に係る記録を昭和 37 年 11 月１日に、資格喪失日に係る記録

を 38 年 10 月 21 日とし、申立期間の標準報酬月額を 37 年 11 月から 38 年６

月までは１万 6,000 円、同年７月から同年９月までは２万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37年 11月１日から 38年 10月 21日まで 

    Ａ社Ｂ工場において、結婚の１か月前まで勤務した。同事業所から受け

取った源泉徴収票には社会保険料の控除額が記載されているにもかかわら

ず、厚生年金保険の加入記録が無いのは納得できない。調査して記録を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社から提出された申立人に係るＡ社Ｂ工場の人事記録の写し及び申立人

が所持する同事業所が発行した源泉徴収票により、申立人は、同事業所に昭

和 37 年 11 月１日から 38 年 10 月 20 日までの期間に勤務し、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 37

年 10 月の厚生年金保険事業所別被保険者名簿の記録及び昭和 38 年分給与所

得源泉徴収票において推認できる厚生年金保険料額並びに人事記録の昇給に

係る記載から、37 年 11 月から 38 年６月までは１万 6,000 円、同年７月から

同年９月までは２万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、厚生年金保険事業所別被保険者名簿の整理番号に欠番が見当たらない



 

  

ことから、申立人に係る社会保険事務所（当時）の記録が失われたとは考え

られない上、資格の取得及び喪失のいずれの機会においても社会保険事務所

が申立人に係る届出を記録していないとは、通常の事務処理では考え難いこ

とから、事業主による当該社会保険事務所への資格の得喪に係る届出は行わ

れておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 37 年 11 月か

ら 38 年９月までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



 

  

奈良厚生年金 事案 1108 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間ついて、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により、賞与から控除されていたことが認められることから、

申立期間の標準賞与額に係る記録を平成 15 年６月 25 日は 55 万円、16 年 12

月 10日は 50万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15年６月 25日 

             ② 平成 16年 12月 10日 

Ａ社での勤務期間中、平成 15 年６月と 16 年 12 月の賞与について、厚

生年金保険料が控除されていたのに賞与の記録が無いので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された賞与支払明細書により、申立人は、平成 15 年６月

25 日及び 16 年 12 月 10 日に、Ａ社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る

厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、申立人から提出された賞与支払

明細書における厚生年金保険料控除額から、平成 15 年６月 25 日は 55 万円、

16年 12 月 10日は 50万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、申立期間に係る賞与支払届を提出して保険料を納付したが、

当時の資料は無いとしており、ほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの賞与に係る届出を社会保険事務所（当時）に行ったか否

かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行

ったとは認められない。 



 

  

奈良厚生年金 事案 1109 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店（現在は、Ｃ社）にお

ける資格取得日に係る記録を昭和 39 年３月 28 日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を３万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 39年３月 28日から同年４月３日まで 

    昭和 29 年３月にＡ社に入社し平成３年３月に退職するまで継続して勤務

した。 

厚生年金保険の記録に１か月の空白期間があるので、調査して記録を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社が保管している申立人に係るＡ社の名簿及び社内経歴等の資料により、

申立人が同社に継続して勤務し（同社Ｄ支店から同社Ｂ支店に異動）、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

なお、上記社内経歴の資料により、申立人は申立期間においてＡ社Ｂ支店

に勤務していたと認められることから、Ａ社Ｂ支店における資格取得日を昭

和 39年３月 28日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における

昭和 39 年４月の厚生年金保険被保険者名簿の記録から、３万円とすること

が妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主は当時の資料は無く不明としており、このほかに確認できる

関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が無いことから、行ったとは認められない。 



 

  

奈良厚生年金 事案 1110 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のうち、                                      

平成６年４月から同年 10 月までは 34 万円、同年 11 月から８年９月までは

30 万円、同年 10 月から 11 年６月までは 18 万円に訂正することが必要であ

る。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年４月１日から 12年４月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、平成６年４月から 12 年３月までの期間

の標準報酬月額が著しく低く記録されている。給与明細書の写しを提出す

るので、申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準

報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われ

るのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立

人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、こ

れらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人から提出された給

与明細書で確認できる厚生年金保険料控除額（翌月控除）から、申立期間の

うち、平成６年４月から同年 10 月までは 34 万円、同年 11 月から８年６月ま

では 30 万円、同年 12 月から 11 年３月までの期間、同年５月及び同年６月は

18万円とすることが妥当である。 

また、申立人は、申立期間のうち、平成８年７月から同年 11 月までの期間

の給与明細書を保管していないため、申立人の報酬月額及び厚生年金保険料



 

  

控除額を確認することができないものの、ⅰ）当時の事業主は、「定時決定

及び保険料改定までは、引き続き同額の厚生年金保険料を控除していた。」

としていること、ⅱ）平成７年 10 月から８年６月まで同額の保険料（２万

4,650 円）が控除され、ほぼ同額の給与（37 万 5,000 円前後）が支払われて

いたこと、ⅲ）８年 12 月から９年９月まで同額の保険料（１万 5,615 円）が

控除され、ほぼ同額（29 万円前後）の給与が支払われていたことが確認でき

る。これらのことから、申立人は、８年７月から同年９月までの期間につい

ては、同年６月と同額の保険料が給与から控除され、ほぼ同額の報酬月額を

支払われていたと認められ、また、同年 10 月及び同年 11 月については、同

年 12 月と同額の保険料が控除され、ほぼ同額の報酬月額を支払われていたと

認められる。 

さらに、申立人は、平成 11 年４月の給与明細書も保管していないものの、

前後の月の保険料控除額が同額（１万 5,615 円）であること、及び前後の月

の報酬月額はいずれもオンライン記録の標準報酬月額を超えている（30 万

660 円及び 26 万 1,179 円）ことから、当該月についても同額の保険料（１万

5,615 円）が控除され、オンライン記録の標準報酬月額及び控除されていた

保険料に相当する標準報酬月額を超える報酬月額が支払われていたものと認

められる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人から提出された給

与明細書で推認できる厚生年金保険料控除額から、申立期間のうち、平成８

年７月から同年９月までは 30 万円、同年 10 月、同年 11 月及び 11 年４月は

18万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間のうち、平成６年４月から 11 年６月までの期間に

係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、給与明細書

において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記録の

標準報酬月額が長期間にわたり一致していないことから、事業主は給与明細

書において確認できる保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、そ

の結果、社会保険事務所（当時）は、当該報酬月額に見合う保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。  

一方、申立期間のうち平成 11 年７月については、申立人から提出された給

与明細書からは、事業主により給与から厚生年金保険料が控除されていない

ことが確認できる。 

また、申立期間のうち平成 11 年８月から 12 年３月までの期間については、

申立人は、給与明細書を保管していないことから、保険料控除が確認できな

い上、当時の事業主からも申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料が給与から控除されていたことをうかがわせる証言を得ることはでき

なかった。 



 

  

このほか、申立期間のうち平成 11 年７月から 12 年３月までの期間につい

て、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間のうち平成 11 年７月から 12 年３月までの期間について、その主張

する標準報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことを認めることはできない。 



 

  

奈良厚生年金 事案 1111 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、当該期間のうち、昭和

53 年９月から同年 12 月までは 14 万 2,000 円、54 年１月は 13 万 4,000 円、

同年２月から 55 年９月までは 14 万 2,000 円、同年 10 月から 56 年９月まで

は 17 万円、同年 10 月及び同年 11 月は 18 万円、同年 12 月は 19 万円、57 年

１月から同年３月までは 18 万円、同年４月から同年６月までは 19 万円、同

年７月から同年 12 月までは 20 万円、58 年１月は 22 万円、同年２月から 61

年３月までは 20 万円、同年４月から同年７月までは 22 万円、同年８月は 30

万円、同年９月は 34 万円、同年 10 月及び同年 11 月は 30 万円、同年 12 月は

26 万円、62 年１月は 22 万円、同年２月から同年４月までは 26 万円、同年５

月は 30 万円、同年６月は 32 万円、同年７月から同年９月までは 30 万円、同

年 10 月は 28 万円、同年 11 月及び同年 12 月は 26 万円、63 年１月は 24 万円、

同年２月は 28 万円、同年３月及び同年４月は 30 万円、同年５月から同年７

月までは 32 万円、同年８月は 34 万円、同年９月は 30 万円、同年 10 月及び

同年 11 月は 32 万円、同年 12 月は 24 万円、平成元年１月から同年４月まで

は 30 万円、同年５月は 34 万円、同年６月は 38 万円、同年７月及び同年８月

は 41 万円、同年９月及び同年 10 月は 38 万円、同年 11 月は 34 万円、同年

12 月及び２年１月は 36 万円、同年２月は 41 万円、同年３月は 32 万円、同

年４月は 38 万円、同年５月は 36 万円、同年６月は 41 万円、同年７月及び同

年８月は 38 万円、同年９月から同年 11 月までは 41 万円、同年 12 月は 36 万

円、３年１月から同年３月までは 38 万円、同年４月及び同年５月は 36 万円、

同年６月は 38 万円、同年７月は 41 万円、同年８月から同年 11 月までは 38

万円、同年 12 月は 41 万円、４年１月は 36 万円、同年２月から同年５月まで

は 41 万円、同年６月は 44 万円、同年７月から同年９月までは 41 万円に訂正

することが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 



 

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年 11月 11日から平成８年１月 16日まで 

Ａ社に勤務していた約 20 年全期間において、標準報酬月額が実際よりも

低く届けられている。 

当時の給与明細書があるので、調査をして記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録

の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められ

る厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額

の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認

定することとなる。 

したがって、申立人が所持する給与明細書において確認できる厚生年金保

険料控除額及び給与支給額から、申立人の標準報酬月額については、申立期

間のうち、昭和 53 年９月、同年 11 月及び同年 12 月は 14 万 2,000 円、54 年

１月は 13 万 4,000 円、56 年４月から同年９月までは 17 万円、同年 10 月及

び同年 11 月は 18 万円、同年 12 月は 19 万円、57 年１月及び同年３月は 18

万円、同年４月から同年６月までは 19 万円、同年８月、同年 10 月から同年

12 月までは 20 万円、58 年１月は 22 万円、58 年２月、同年４月から同年９

月まで、同年 11 月、59 年５月、同年７月から同年９月まで、60 年２月、同

年３月及び 61 年１月から３月までは 20 万円、同年４月から同年７月までは

22 万円、同年８月は 30 万円、同年９月は 34 万円、同年 10 月及び同年 11 月

は 30 万円、同年 12 月は 26 万円、62 年１月は 22 万円、同年２月から同年４

月までは 26 万円、同年５月は 30 万円、同年６月は 32 万円、同年７月から

同年９月までは 30 万円、同年 10 月は 28 万円、同年 11 月及び同年 12 月は

26 万円、63 年１月は 24 万円、同年２月は 28 万円、同年３月及び同年４月

は 30 万円、同年５月から同年７月までは 32 万円、同年８月は 34 万円、同

年９月は 30 万円、同年 10 月及び同年 11 月は 32 万円、同年 12 月は 24 万円、

平成元年１月から同年４月までは 30 万円、同年５月は 34 万円、同年６月は

38 万円、同年７月及び同年８月は 41 万円、同年９月及び同年 10 月は 38 万

円、同年 11 月は 34 万円、同年 12 月及び２年１月は 36 万円、同年２月は 41

万円、同年３月は 32 万円、同年４月は 38 万円、同年５月は 36 万円、同年

６月は 41 万円、同年７月及び同年８月は 38 万円、同年９月から同年 11 月

までは 41 万円、同年 12 月は 36 万円、３年１月から同年３月までは 38 万円、

同年４月及び同年５月までは 36 万円、同年６月は 38 万円、同年７月は 41

万円、同年８月から同年 11 月までは 38 万円、同年 12 月は 41 万円、４年１



 

  

月は 36 万円、同年２月から同年５月は 41 万円、同年６月は 44 万円、同年

７月から同年９月までは 41万円とすることが妥当である。 

また、申立期間のうち、昭和 53 年 10 月については、同年９月及び同年 11

月の給与明細書において、申立人は標準報酬月額 14 万 2,000 円に相当する

報酬月額が支払われていることが確認でき、同年 10 月についても前後の期

間と同額の 14 万 2,000 円に相当する報酬月額が支払われ、同額の厚生年金

保険料（標準報酬月額 15 万円に相当する保険料の 6,825 円）が控除されて

いたものと推認できることから、14万 2,000 円とすることが妥当である。 

また、申立期間のうち、昭和 54 年２月から 56 年３月までの期間について、

ⅰ）申立人は、「54 年＊月に子供が産まれるため 15 万円ぐらいに給料を上

げてもらった。その後も給料が下がることは無く、徐々に上がっていっ

た。」と述べている上、当該事業所において 54 年２月１日から 58 年５月 21

日までの記録が確認できる同僚は、自身の勤務期間におけるオンライン記録

では７万 6,000 円から８万 6,000 円で記録されているところ、「給料は 15

万円ぐらいであったし、退職時は 20 万円ぐらいあったと思う。」と述べて

いること、ⅱ）当該期間における申立人に係るオンライン記録の推移は、53

年 10 月の定時決定から 55 年９月までは同額、同年 10 月の定時決定におい

て１等級上がり、それが 57 年６月まで継続していることから、申立人の報

酬月額も同様の推移で上昇しているものと判断し、54 年２月から 55 年９月

までの期間については 53 年 10 月と同額の 14 万 2,000 円に相当する報酬月

額が支払われ、同額の厚生年金保険料（標準報酬月額 15 万円に相当する保

険料の 6,825 円）が控除されていたものと推認できる。また、55 年 10 月か

ら 56 年３月までは同年４月と同額の 17 万円に相当する報酬月額が支払われ、

同額の厚生年金保険料（標準報酬月額 22 万円に相当する保険料の１万 2,000

円）が控除されていたものと推認できる。これらの状況から、54 年２月から

55 年９月までの期間は 14 万 2,000 円、同年 10 月から 56 年３月までは 17 万

円とすることが妥当である。 

また、申立期間のうち、57 年２月については、同年１月及び同年３月の給

与明細書において、申立人は標準報酬月額 18 万円に相当する報酬月額が支

払われていることが確認でき、同年２月についても前後の期間と同額の 18

万円に相当する報酬月額が支払われ、同額の厚生年金保険料（標準報酬月額

20 万円に相当する保険料の１万 600 円）が控除されていたものと推認できる

ことから、18万円とすることが妥当である。 

また、昭和 57 年７月、同年９月、58 年３月、同年 10 月、同年 12 月から

59 年４月までの期間、同年６月、同年 10 月から 60 年１月までの期間及び同

年４月から同年９月までの期間については、給与明細書がある期間とほぼ前

後している期間である。また、ⅰ）オンライン記録において、月額変更によ

り 57 年７月から標準報酬月額が１等級上がっていること、ⅱ）57 年７月か



 

  

ら 60 年９月までの期間のうち、給与明細書がある部分について、継続して

各月おおむね 20 万円程度の報酬月額が支払われ、ほぼ同額の厚生年金保険

料（標準報酬月額 22 万円に相当する保険料の１万 1,660 円又は標準報酬月

額 24 万円に相当する保険料の１万 2,720 円）が控除されていることから、

給与明細書が無い 57 年７月、同年９月、58 年３月、同年 10 月、同年 12 月

から 59 年４月まで、同年６月、同年 10 月から 60 年１月までの期間及び同

年４月から同年９月までの期間についても引き続き給与明細書が確認できる

前後の期間と同額程度の報酬月額が支払われ、同額程度の厚生年金保険料が

控除されていたことが推認できる。これらの状況から、当該期間の標準報酬

月額を 20万円とするのが妥当である。 

また、60 年 10 月から同年 12 月については、61 年１月から同年３月まで

の給与明細書において、60 年 10 月より法改正により保険料率が変更してい

るにも関わらず、保険料控除額は従前の保険料率で計算された保険料を控除

していることが確認できる。その状況から判断すると、60 年 10 月から同年

12 月についても、61 年１月から同年３月までと同額の 22 万円程度の報酬月

額が支払われ、同額の厚生年金保険料（標準報酬月額 20 万円に相当する保

険料であり、従前と同額の１万 2,720 円）が控除されていたものと推認でき

ることから、当該期間の標準報酬月額を 20 万円とすることが妥当である。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、給

与明細書において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月

額とオンライン記録の標準報酬月額が長期間にわたり一致していないことか

ら、事業主は、給与明細書で確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う

報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所（当時）は当該報酬

月額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。  

一方、申立期間のうち、平成４年 10 月から５年 12 月、６年２月から同年

11 月及び７年３月については、申立人が所持する給与明細書において確認で

きる厚生年金保険料控除額及び給与支給額に見合う標準報酬月額は、いずれ

もオンライン記録より低額であることから、特例法による保険給付の対象に

は当たらないため、あっせんを行わない。 

また、申立期間のうち、昭和 50 年 11 月から 53 年８月までの期間につい

ては、申立人は、「入社当初の給料は非常に安く、８万円なかったと思

う。」と述べている上、当該事業所において 50 年 11 月 11 日から 52 年８月

30 日までの記録が確認できる同僚は、自身の標準報酬月額について、「実際

と差があるとは感じない。」と述べていることから、当該期間の標準報酬月

額が実際よりも低額に届出されていた様子はうかがえない。 

さらに、申立期間のうち、平成６年１月、同年 12 月から７年２月まで及

び同年４月から同年 12 月までの期間については、給料明細書がある期間と



 

  

ほぼ前後している期間であり、申立人は、前後の期間と同額程度の報酬月額

を支払われ、同額程度の厚生年金保険料を控除されていたものと考えられる

ことから、それぞれの額に相当する標準報酬月額は、オンライン記録の標準

報酬月額を超えていないと考えられる。また、７年の定時決定において標準

報酬月額が 36 万円に引き下げられていることについても、前年の定時決定

以降の給与明細書の記録から判断して、特段不自然な様子はうかがえない。 

加えて、申立人に係る標準報酬月額の記録を遡及して減額された形跡は認

められず、ほかに、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は

見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間のうち、昭和 50 年 11 月から 53 年８月までの期間及び平成４年 10 月

から７年 12 月までの期間については、申立人が主張する標準報酬月額に相

当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めること

はできない。 



 

  

奈良厚生年金 事案 1114 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年８月１日から同年９月３日までの厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められること

から、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取得日に係る記録を同年

８月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 13 万 4,000 円とすることが必

要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 48年７月 31日から同年９月３日まで 

私は、昭和 47 年 10 月から 49 年４月末までの期間、Ａ社に継続して勤

務していた。途中の記録が欠落していることはおかしいので、調査して記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社が保管していた所得税源泉徴収簿兼賃金台帳及び職員給料明細表から

判断すると、申立人は申立期間について継続して同社に勤務し、昭和 48 年

８月頃にＣ村に所在する事業所からＤ市に所在する事業所に異動したことが

認められる。    

なお、異動日については、確認できる資料は無いものの、当該賃金台帳等

の記録から、昭和 48年８月１日とすることが妥当である。 

   申立期間のうちＤ市の事業所に異動後の期間については、当該賃金台帳等

から判断すると、Ｄ市の事業所における厚生年金保険料の控除方法は、当月

に支給する給与から保険料を控除する方法であり、同事業所において支給さ

れた昭和 48 年８月分給与から同年８月の保険料が控除されていることが確

認できる。 

また、申立期間のうち昭和 48 年８月の標準報酬月額については、当該賃金

台帳等の保険料控除額から、13万 4,000円とすることが妥当である。 



 

  

なお、申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺

事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が無いことから、行ったとは認められない。 

一方、申立期間のうちＣ村の事業所に勤務していた期間については、当該

賃金台帳等から判断すると、Ｃ村の事業所における厚生年金保険料の控除方

法は、翌月に支給する給与から保険料を控除する方法であり、同事業所にお

いて支給された昭和 48 年７月分給与から控除されている保険料は、同年６月

の保険料であり、また、Ｄ市に所在する事業所において支給された同年８月

分給与から控除されている保険料は、上述のとおり、同年８月の保険料であ

ることが確認できることから、同年７月の保険料については給与から控除さ

れていないことが認められる。 

このほか、申立人の、申立期間のうち、昭和 48 年７月に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の

資料は無く、ほかに申立人に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連

資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間のうち、昭和 48 年７月に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることは

できない。 



 

  

奈良厚生年金 事案 1115 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店にお

ける資格喪失日に係る記録を昭和 28 年５月 28 日に、同社Ｄ支店の資格取得

日に係る記録を同年５月 28 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 4,500 円

とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年４月 30日から同年６月５日まで 

私は、昭和 23 年３月にＡ社に入社し、退職するまで継続して同社で勤

務したにもかかわらず、申立期間の年金記録が抜けている。申立期間につ

いて厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の社員台帳及び雇用保険の記録から判断すると、申立人が同社に継続

して勤務（昭和 28 年５月 28 日に同社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動）し、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の同社Ｃ支店における

昭和 28 年３月及び同社Ｄ支店における 28 年６月の健康保険厚生年金保険被

保険者名簿の記録から、4,500円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資

料及び周辺事情が無いことから明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日及び取得日に係る届出を社会保険

事務所（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資

料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



 

  

奈良厚生年金 事案 1116 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記

録を昭和 46 年 10 月１日に、資格喪失日に係る記録を 47 年１月１日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額を４万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年 10月１日から 47 年１月１日まで 

私は、Ｂ社に入社してから、途中一度も退職することなく同社に継続し

て勤務していたが、年金記録では３か月の空白期間がある。記録の訂正を

してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された人事記録、Ｂ企業年金基金から提出された申立人に係

る厚生年金基金の記録及び申立人のＢ健康保険組合の健康保険被保険者記録

から判断すると、申立人は、申立期間において継続して勤務し（昭和 46 年

10 月１日にＢ社Ｃ本部からＡ社に異動し、47 年１月１日にＡ社からＢ社Ｃ

本部に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＢ社Ｃ本部における

昭和 47 年１月の社会保険事務所（当時）の記録及び厚生年金基金が記録し

ている申立人の申立期間の標準給与から、４万 2,000 円とすることが妥当で

ある。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ

社の後継事業所であるＤ社の事務担当者は不明としているが、仮に、事業主

から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後被保

険者資格の喪失届を提出する機会があったこととなるが、いずれの機会にお



 

  

いても社会保険事務所が当該届出を記録していないことは、通常の事務処理

では考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所に資格の得喪に係る

届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 46

年 10 月から同年 12 月までの保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 



 

  

奈良国民年金 事案 1073 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年７月から 49 年７月までの期間及び 50 年 11 月から 52 年

10 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 48年７月から 49年７月まで 

         ② 昭和 50年 11月から 52年 10月まで 

    ねんきん特別便が来て未納期間があることが分かった。亡くなった父が

加入手続をして、国民年金保険料を納付してくれていた。姉も年金記録確

認Ａ地方第三者委員会に申立てを行い、平成 22 年９月にあっせんされ、記

録が訂正された。姉と同じように父が国民年金保険料を納付してくれてい

たはずなので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人の国民年金手帳記号番号は

昭和 53 年１月５日に払い出され、52 年 11 月 21 日に任意加入で国民年金被

保険者資格を取得しており、任意加入者は加入の申出をした日が資格取得日

となることから、申立期間は未加入期間となり、制度上、国民年金保険料を

納付することができなかったものと考えられる。 

また、申立期間の国民年金保険料を納付するためには別の国民年金手帳記

号番号が必要となるが、昭和 47 年４月から 54 年３月までの期間に係る国民

年金手帳記号番号払出簿を縦覧調査するも、申立人に対して別の国民年金手

帳記号番号が払い出されている形跡は見当たらない。 

さらに、申立人は「姉は年金記録確認Ａ地方第三者委員会に申立てを行い、

記録が訂正された。」と述べているが、申立人の姉は昭和 46 年４月から 47

年３月までの期間に係る国民年金保険料について、過年度納付が可能であり、

直前の国民年金保険料を過年度納付していることから記録訂正が認められた

ものであり、申立期間より前の期間でもあることから申立人の姉の記録訂正



 

  

をもって申立人の申立期間に係る国民年金保険料の納付を裏付けるものとは

考え難い。 

加えて、申立人は、国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付に関与

しておらず、国民年金への加入状況、国民年金保険料の納付状況が不明であ

る上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

奈良国民年金 事案 1074 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60 年８月から平成元年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

住    所 ：   

 

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年８月から平成元年３月まで 

私も弟も 20 歳になった時は学生だったが、母親がＡ市役所で任意加入の

手続を行い、就職するまで国民年金保険料を納付した。弟は、当初抜けて

いた学生時代の記録が社会保険事務所（当時）で確認された。私も加入手

続を行い納付しているはずなので、調査して記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は「20 歳になった時は学生だったが、母親が国民年金の任意加入手

続をしてくれた。」と述べているところ、Ａ市で申立人に国民年金手帳記号

番号が払い出された形跡はなく、申立期間は未加入期間となり国民年金保険

料を納付することはできなかった。 

また、申立人は「弟も 20 歳から任意加入していた。」と述べているところ、

申立人の弟の記録が確認できるのは学生が強制加入となった平成３年４月か

らであり、20 歳になった頃からは任意加入しておらず、申立人の主張と一致

しない。 

さらに、申立人の国民年金への加入手続及び保険料納付は母親が行ったと

述べており、申立人は関与しておらず、その母親は保険料額について「１万

円くらい。少しずつ高くなった。」と述べているが、申立期間の保険料は

6,740円から 7,700円と推移しており当時の状況と合致するとは言えない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納

付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

奈良国民年金 事案 1075 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年６月から同年 10 月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年６月から同年 10月まで 

平成３年６月に会社を退職したが、その年の 11 月には結婚して国民年金

の第３号被保険者になることが分かっていたので、退職してから結婚する

までの期間は、自分で国民年金を納付していたはずだ。 

未納であることを知らせる案内状や督促状が来た覚えはなく、５か月だ

け未納であることに納得できないので、調査をして記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「会社を退職してから結婚するまでの期間は、Ａ市において国

民年金を納付していたはずだ。」と述べているが、国民年金手帳記号番号払

出簿によると、申立人の国民年金手帳記号番号は、平成５年９月 20 日にＢ町

において払い出されていることが確認でき、この時点で申立期間のうち３年

７月より前の期間は、時効により国民年金保険料を納付することができない

上、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払出簿検

索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が払い出され

たことをうかがわせる事情は見当たらない。 

また、申立人に係るＢ町の国民年金被保険者台帳において、平成３年 11 月

からの第３号被保険者としての記録は確認できるものの、申立期間に係る国

民年金保険料の納付については確認することができず、同台帳に記録された

「Ｈ５.９．20」は、Ｂ町において初めて手続がなされた日であり、それが国

民年金手帳記号番号の払出日と一致することから、同日において申立人に係

る国民年金の加入手続がなされたものと考えられる。 

さらに、申立人が所持する年金手帳において、最初に記載された住所地が

Ｂ町となっていることから、Ａ市において国民年金の加入手続を行ったとす



 

  

る申立人の主張と符合しない。 

加えて、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料納付についての記憶が

曖昧である上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

奈良国民年金 事案 1076 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39 年５月から 41 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年５月から 41年３月まで 

    私は、母から国民年金に 20 歳から加入していると常々聞かされていた。

申立期間において家計は比較的裕福であり、父が加入手続を行い、保険料

を納付してくれていたはずである。申立期間が未納とされていることに納

得ができないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿によると、国民年金に加入した場合に払い出

される国民年金手帳記号番号は、昭和 41 年６月１日に申立人、その両親及

び兄に対して連番で払い出されており、ほかに申立人に対して別の国民年金

手帳記号番号が払い出された形跡が見当たらないことから、申立人はこの頃

初めて国民年金に加入したと推認される。 

また、申立人は、父親が申立期間の国民年金保険料を納付してくれていた

と主張しているが、Ａ市が保管していた国民年金被保険者名簿によると、申

立期間について、申立人の兄は未納であり、申立人の両親は過年度納付及び

特例納付により申立期間後に遡って保険料を納付していることが確認できる

ことから、申立人の父親は、申立期間当時は保険料の納付を行っておらず、

申立期間後に国民年金の受給資格を得るために必要であった父親及び母親に

係る申立期間の保険料は納付したものの、申立人及びその兄に係る申立期間

の保険料は遡って納付を行わなかったことがうかがえる。 

さらに、申立人の国民年金の加入手続及び申立期間の保険料納付を行って

いたとする申立人の父親は、既に亡くなっており、申立期間当時の状況等に

ついて確認することができない。 

加えて、申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す



 

  

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険

料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

  

奈良国民年金 事案 1077（事案 656の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年４月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年４月から 53年３月まで 

前回の申立ては、認めてもらえなかったが、私は、昭和 47 年 10 月末頃、

Ａ市Ｂ区に転入した際に窓口職員から「遡って納付できる保険料は５年分

まで」との説明があり、その場で納付書を発行してもらい、後日、当該５

年分及び昭和 47 年度分の保険料を納付した。それ以降は、金融機関の窓口

から納付書により、あるいは口座振替により定期的に保険料を納付してい

た。また、51 年４月から 53 年３月までの期間の保険料は、Ｃ市に転入し

てから遡って納付したが、転入前のＡ市Ｂ区でも納付しており二重に納付

している。 

前回の委員会の判断に納得できず、自らＡ市Ｂ区役所等に行って当時の

事情等を聞いてきたので、昭和 42 年４月から 51 年３月までの期間の保険

料が未納となっていることと、Ｃ市に転入後に納付した 51 年４月から 53

年３月までの期間の保険料はＡ市Ｂ区でも納付しており二重に納付されて

いることについて、再審議し記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）過年度納付により遡って納付でき

る国民年金保険料は２年間分であること等からＡ市Ｂ区役所の窓口職員が５

年間の保険料を遡って納付できる旨の説明をしたとは考え難いこと、ⅱ）国

民年金手帳記号番号払出簿によると、申立期間にＡ市Ｂ区において国民年金

手帳記号番号が新たに払い出された形跡が見当たらない上、申立期間より前

の昭和 36 年７月 22 日に払い出されていた申立人の国民年金手帳記号番号に

係る申立期間の納付記録も見当たらないこと、ⅲ）オンライン記録において、

申立人について、複数の読み方で氏名検索を行ったものの、申立期間に係る



 

  

納付記録は見当たらないこと、ⅳ）申立人が所持している国民年金手帳及び

領収証書により 53 年７月８日にＣ市において国民年金の住所変更手続を行

い、その４日後の同年７月 12 日に 51 年４月から 52 年３月までの期間の保

険料を納付していることが確認できることから、前住所地のＡ市Ｂ区で納付

していたことに気付かないまま当該期間の保険料を二重に納付することは通

常では考え難いこと等から、既に当委員会の決定に基づく平成 21 年９月９

日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、前回は不明であったＡ市Ｂ区への転入日について、昭和 47 年 11 月

と判明したので、国民年金手帳記号番号払出簿を再確認したが、Ａ市Ｂ区に

おいて同年 10 月から 48 年１月までの期間に申立人に対して国民年金手帳記

号番号が払い出された形跡は見当たらなかった。 

また、申立人は、Ａ市Ｂ区役所等に行って当時の事情等を聞いてきたとし

ているが、それらの事情等には委員会の当初の決定を変更すべき内容は見当

たらない。 

このほか、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 



 

  

奈良国民年金 事案 1078 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57 年６月から 60 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年６月から 60年３月まで 

私は、国民年金に加入することは国民の義務だと認識をしていたので、

会社退職後の昭和 57 年６月にＡ市役所に出向き、国民年金の加入手続をし

たことを覚えている。夫と一緒に国民年金保険料を納付しており、夫の納

付記録が納付済みであるにもかかわらず、私の納付記録が未納とされてい

るのは納得できないので調査をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、会社退職後の昭和 57 年６月にＡ市役所に出向き国民年金の加入

手続をしたと主張しているが、国民年金手帳記号番号払出簿によると、国民

年金の加入手続を行った場合に払い出されていた国民年金手帳記号番号は、

60 年 10 月 15 日に申立人に対し払い出されており、別の手帳記号番号が払い

出された形跡が見当たらないことから、申立人はこの頃初めて国民年金に加

入したと考えられる上、この時点において、申立期間のうち 57 年６月から

58 年６月までの期間の保険料は、制度上、時効により納付することができな

い。 

また、上述の国民年金手帳記号番号払出日において、申立期間のうち昭和

58 年７月から 60 年３月までの期間の保険料を納付することは可能であった

が、オンライン記録によると、当該国民年金手帳記号番号の払出しに伴い同

年 10 月 28 日に過年度納付書が作成された記載が確認できるものの、申立人

が当該期間の保険料を過年度納付したことを推認できる事情等は見当たらな

い。 

さらに、申立人は、夫と一緒に国民年金保険料を納付しており、夫の納付

記録が納付済みであるにもかかわらず、自らの納付記録が未納とされている



 

  

のは納得できないと主張しているが、オンライン記録によると、申立人及び

その夫について、保険料の納付日が同日になるのは昭和 60 年 11 月８日以降

であり、同月分の保険料の納付日が同日になるのは 61 年 11 月 12 日の同年

10月分以降の保険料であることが確認できる。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

奈良厚生年金 事案 1112 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 43年４月１日から 44年４月１日まで 

Ａ校に在学中にＡ校の生徒 20 人と一緒にＢ社に実習及び業務補助とし

て働いていた。 

しかし、申立期間におけるＢ社における厚生年金保険の被保険者記録が

無い。 

勤務していたことは間違いないので、厚生年金保険被保険者であったこ

とを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出されたＡ校に係る資料により、申立人が申立期間において、

Ｂ社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ｂ社は昭和 45 年８月１日に厚生年金保険の適用事業所となって

おり、申立期間当時は適用事業所ではなかった。 

また、申立人と同様にＢ社に勤務していたＡ校の生徒 20 人にも、申立期

間における厚生年金保険の被保険者記録が無い。 

さらに、Ｃ法人はＢ社における申立人の記録は保存していないと回答して

おり、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できな

かった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわせ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

奈良厚生年金 事案 1113 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年６月１日から平成元年６月１日まで 

私は、求人紙を見てＡ事業所に応募し、昭和 63 年６月から平成元年５月

まで同事業所で勤務した。当時、同事業所の従業員数は 13 人ほどであった。

また、同事業所の建物の構造は具体的に記憶している。 

同事業所における厚生年金保険の記録が無いので、調査をしてほしい。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ事業所での業務内容、従業員数及び同事業所の建物の構造な

どを具体的かつ詳細に記憶していること、及び当時の事業主の証言から判断

して、申立期間において、同事業所に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、オンライン記録によると、同事業所は、平成 11 年 10 月１

日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間当時は適用事業所で

はないことが確認できる。 

また、当時の事業主は、「申立期間当時は、厚生年金保険の届出をしてい

なかったので、申立人の給与から厚生年金保険料は控除していなかった。」

としている。 

さらに、同事業所に申立人と同時期に勤務していた同僚は、「申立期間当

時は、厚生年金保険に加入しておらず、給与から厚生年金保険料が控除され

ていなかった。」としている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわせ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

奈良厚生年金 事案 1117 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年８月１日から 57年 12月 20日まで 

私は、入社時の社長との約束により初任給 16 万 8,000 円から始まり、

21 万円、25 万円と昇給し、退職する頃には 30 万円近い給与があった。こ

の給与の受給額は雇用保険の受給資格者証からも確認できる。しかし、ね

んきん特別便を見ると、申立期間の標準報酬月額の記録は 11 万 8,000 円か

ら 16 万円となっており、実際の給与と相違している。調査して記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準

報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われ

るのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立

人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、こ

れらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

申立人から提出された雇用保険受給資格者証の賃金日額の記録により、申

立人のＡ社を退職する頃の給与額は、その主張どおり約 30 万円であったこと

は認められる。 

しかしながら、申立てに係る事業所の申立期間当時の事業主は死亡してお

り、後継事業所にも当時の状況を知る者はおらず、申立人の申立期間におけ

る報酬月額及び保険料控除額を確認又は推認できる資料及び証言を得ること

ができない。 

また、同僚の昭和 55 年から 59 年 12 月までの給与明細書により、当該給与



                      

  

明細書に係る総支給額とオンライン記録の標準報酬月額に大きな差はないこ

とが確認できる。 

さらに、オンライン記録によると、申立人の申立期間の標準報酬月額は、

ほかの従業員の標準報酬月額と比べ低額である状況となっていない上、事業

主以外の従業員について、標準報酬月額が 20 万円以上になっている者はいな

いことが確認できる。 

加えて、同僚の記録を含め、申立期間の標準報酬月額が遡って訂正された

形跡は見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間において、その主張する標準報酬月額に相当

する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事情等は見当た

らない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間について、

厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 


